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※入学案内は葉書にて３月１５日発送いたしますので、お手元に届かない場合には、町教育委員会、学校
教育係（中央公民館内　電話７－３１２４）まで連絡願います。

※個人情報保護法により、児童名及び保護者名は掲載いたしませんのでご了承下さい。
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　平成１９年２月１０日土曜日午前９時から総合体育館柔道場において、子ども力士２５名が参加し、「小学生相
撲大会」が開催されました。
　寒い時期、どうしても家にこもりがちになる子供達に体を動かして貰うため、学年別４部門にわかれ
リーグ戦で行われました。力士達の、豪快な上手投げ、送り出しなど多彩な技とスピードあふれる取り組
みに、観覧に来ていただいた保護者の方も大声援を送り、小さな子供が大きな子供と対戦している時など
大変盛り上がりをみせました。また、今回は女の子の参加者も多く大変盛り上がった大会となりました。
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　①国保に加入している人
　②老人保健の適用を受けていない人
　③厚生年金、共済年金などを受けられ、２０年以上、もしくは４０歳以降に１０年以上加入
　　している人
�������	
�

　①退職被保険者の直系尊属、配偶者と３親等内の親族、または配偶者の父母と子。
　②国保の加入者で、老人保健の適用を受けていない人。
　③年収が１３０万円（６０歳以上、または障害者の場合は１８０万円）未満の人。
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脳
卒
中
（
脳
血
管
疾
患
）
は
、

生
活
習
慣
の
積
み
重
ね
が
病
気

を
引
き
起
こ
す「
生
活
習
慣
病
」

の
一
つ
で
す
。
脳
の
血
管
が
つ

ま
っ
た
り
破
れ
た
り
し
て
、
そ

の
先
の
細
胞
に
栄
養
が
届
か
な

く
な
っ
て
、
細
胞
が
死
ん
で
し

ま
う
病
気
で
す
。
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�
�
�
�
�
�
脳
の
血
管
が
詰

ま
る
タ
イ
プ
で
、
①
脳
の
細
い

血
管
が
詰
ま
る
も
の
、
②
脳
や

頸
動
脈
に
動
脈
硬
化
が
起
こ
り

詰
ま
る
も
の
、

③
心
臓
で
で
き

た
血
栓
が
脳
に

流
れ
て
詰
ま
る

も
の
が
あ
る
。

�
�
�
�
�
�
脳
の
中
の
細
い

血
管
が
破
れ
て

出
血
し
、
神
経

細
胞
が
死
ん
で

し
ま
う
タ
イ
プ
。

脳
卒
中
死
亡
の

約　

％
２５

�
�
�
�
�
�
�
	


血
管
に

で
き
た
こ
ぶ
が
破
裂
し
て
、
脳

を
覆
う
膜
の
う
ち
く
も
膜
と
軟

膜
の
間
に
出
血
が
広
が
る
。
一

般
に
先
天
的
な
血
管
の
奇
形
が

原
因
の
場
合
が
多
い
。
脳
卒
中

死
亡
の　

％
強
。

１０
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�
�
脳

の
血
管
が
詰
ま
る
タ
イ
プ
の
う

ち
、　

時
間
以
内
に
回
復
す
る

２４

も
の
。
一
時
的
に
症
状
が
起
こ

る
が
、
再
び
血
液
が
流
れ
る
と

元
に
戻
る
。
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�
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急
に
倒
れ
て
意
識
が
な
く
な

っ
た
り
、
半
身
の
マ
ヒ
が
お
き

た
り
、
ろ
れ
つ
が
ま
わ
ら
な
く

な
っ
た
り
す
る
発
作
が
起
き
ま

す
。
脳
梗
塞
の
場
合
は
、
か
ら

だ
の
片
側
が
し
び
れ
る
、
手
足

に
力
が
入
ら
な
い
、
も
の
が
二

重
に
見
え
る
、
話
し
た
い
の
に

急
に
言
葉
が
出
な
く
な
る
、
食

べ
物
が
一
時
的
に
飲
み
込
め
な

い
と
い
っ
た
前
触
れ
発
作
の
あ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
前
触
れ

は
す
ぐ
に
お
さ
ま
る
こ
と
が
多

い
で
す
が
、
こ
れ
に
気
づ
く
と

大
き
な
発
作
の
前
に
治
療
を
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

�
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最
も
大
切
な
の
は
「
高
血
圧

を
防
ぐ
」
こ
と
で
す
。
ま
た
、

動
脈
硬
化
の
原
因
に
な
る
高
脂

血
症
や
糖
尿
病
、
肥
満
を
改
善

す
る
た
め
に
、
食
べ
過
ぎ
な
い

こ
と
や
、
飲
酒
、
喫
煙
を
控
え

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
他

に
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
水
泳
な

ど
の
有
酸
素
運
動
を
し
た
り
、

ス
ト
レ
ス
を
溜
め
ず
に
心
の
ゆ

と
り
を
持
つ
こ
と
も
大
切
で
す
。
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�
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□　

歳
以
上
で
あ
る

６０
□
高
血
圧
で
あ
る

□
高
脂
血
症
で
あ
る

□
糖
尿
病
で
あ
る

□
家
族
や
親
戚
に
脳
卒
中
に
か

か
っ
た
人
が
い
る

□
脈
が
乱
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ

る
□
太
っ
て
い
る

□
お
酒
を
た
く
さ
ん
飲
む

□
タ
バ
コ
を
吸
う

□
運
動
不
足
で
あ
る

□
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
っ
て
い
る

□
ゆ
っ
く
り
休
め
な
い

□
完
璧
主
義
で
あ
る

□
味
付
け
の
濃
い
も
の
が
好
き

□
脂
っ
こ
い
も
の
が
好
き

□
味
見
を
せ
ず
に
調
味
料
を
か

け
る

□
果
物
を
食
べ
る
こ
と
が
少
な

い
□
野
菜
を
あ
ま
り
食
べ
な
い

　

以
上
の
項
目
に
該
当
す
る
も

の
が
多
い
ほ
ど
、
脳
卒
中
に
か

か
り
や
す
い
と
い
え
ま
す
。
し

か
し
、
た
く
さ
ん
チ
ェ
ッ
ク
が

つ
い
た
人
も
き
ち
ん
と
な
お
し

て
い
け
ば
危
険
は
減
り
ま
す
の

で
、
今
か
ら
で
も
頑
張
り
ま
し

ょ
う
。

�������	
��������
　１月１８日（木）に行われました３歳児健診で、次のお子さんはむし歯が１本もありませんでした。
これからも歯みがきを頑張って、むし歯を作らないようにしましょう。

（鹿部）　村田　　暉ちゃん
保護者　村田　昌之さん

（鹿部）　佐久間詩音ちゃん
保護者　佐久間　守さん

（鹿部）　長田　開渡くん
保護者　長田　　達さん

（鹿部）　川口　海人くん
保護者　川口　　誠さん

（宮浜）　工藤　楽々ちゃん
保護者　工藤　裕之さん

（宮浜）　川村のりかちゃん
保護者　川村　昌嗣さん
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平
成　

年
分
の
所
得
税
の
確

１８

定
申
告
の
相
談
、
申
告
書
の
受

付
及
び
納
付
の
期
限
は
３
月　
１５

日
（
木
）、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
（
個
人
事
業
者
）
の
確
定

申
告
の
相
談
、
申
告
書
の
受
付

及
び
納
付
の
期
限
は
４
月
２
日

（
月
）
ま
で
で
す
。

　

期
限
間
近
に
な
り
ま
す
と
、

税
務
署
は
大
変
混
雑
し
ま
す
の

で
、
申
告
書
等
は
前
年
の
「
申

告
書
の
控
え
」
や
「
確
定
申
告

の
手
引
き
」
を
参
考
に
、
ご
自

分
で
作
成
し
、
お
早
め
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

確
定
申
告
書
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
【�����������
�����������

���������

���������
】
の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
も
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
作
成
し

た
申
告
書
は
、
送
付
に
よ
り
提

出
で
き
ま
す
。

※
税
務
署
の
閉
庁
日
（
土
・
日

曜
日
・
祝
日
等
）
は
、
通
常
、

税
務
署
で
の
相
談
及
び
申
告
書

の
受
付
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
場

� � � � � � �
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合
は
、「
送
付
」
又
は
税
務
署
の

「
時
間
外
文
書
収
受
箱
」
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

水
道
料
金
の
支
払
い
に
つ
い

て
、
納
付
書
に
よ
る
場
合
は
、

左
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
所

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
納
期
限
が
経
過
し
た
納

付
書
で
も
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

口
座
引
落
に
つ
い
て
は
、
当

月
分
の
み
の
処
理
で
す
。
振
替

指
定
日
の
前
日
ま
で
に
残
高
の

ご
確
認
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

万
一
振
替
不
能
と
な
っ
た
場
合

に
は
、
即
時
納
付
書
を
発
行
し

ま
す
の
で
、
左
記
窓
口
で
納
め

て
下
さ
い
。

　

納
期
限
を
過
ぎ
て
一
定
期
間

が
経
過
し
て
も
納
入
な
い
時
は
、

督
促
状
（
納
付
書
付
）
が
、
さ

ら
に
は
、
催
告
状
が
発
布
さ
れ
、

段
階
的
な
基
準
に
基
づ
き
厳
格

な
指
導
強
化
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

厳
し
い
状
況
の
な
か
で
、
苦

労
し
て
納
め
て
い
る
方
々
の
為

に
も
、
こ
れ
以
上
猶
予
は
出
来

ま
せ
ん
の
で
、
完
納
に
、
ご
協

力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。　
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（
水
道
料
金
を
取
り
扱
う
窓
口
）

○
鹿
部
町
役
場
出
納
室

○
渡
島
信
金
鹿
部
支
店

○
鹿
部
漁
協
信
用
部

○
道
内
の
郵
便
局
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年
金
は
、
世
代
と
世
代
の
支

え
合
い
の
制
度
で
す
。
あ
な
た

が
納
付
す
る
保
険
料
が
、
高
齢

者
世
代
の
生
活
を
支
え
て
い
ま

す
。
同
時
に
、
あ
な
た
や
家
族

の
年
金
権
を
守
る
た
め
に
も
、

保
険
料
は
忘
れ
ず
に
納
付
し
ま

し
ょ
う
。

　

国
民
年
金
の
納
付
に
は
、
老

後
の
生
活
保
障
で
あ
る
老
齢
基

礎
年
金
だ
け
で
な
く
、
思
わ
ぬ

事
故
等
に
よ
り
障
害
が
残
っ
た

と
き
の
障
害
基
礎
年
金
、
生
計

を
維
持
し
て
い
る
人
が
亡
く
な

っ
た
と
き
の
遺
族
基
礎
年
金
が

あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
を
納
付
期
限
ま
で
に

支
払
っ
て
い
な
い
と
、
こ
の
よ

う
な
年
金
給
付
を
受
け
取
れ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
納
付
期
限
か
ら
２
年

間
を
経
過
す
る
と
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

た
め
、
将
来
、
受
給
す
る
老
齢

基
礎
年
金
の
年
金
額
が
少
な
く

な
っ
た
り
、
受
け
取
れ
な
く
な

っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
は
、
社
会
保
険
庁
か
ら

送
付
さ
れ
る
「
納
付
書
」
で
、

金
融
機
関
・
郵
便
局
、
ま
た
は

お
近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
お
支
払
い
で
き
ま
す
。
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国
民
年
金
保
険
料
納
付
を
、

「
一
括
し
て
前
納
」
す
る
と
割

引
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
一

括
前
納
を
口
座
振
替
に
す
る
と

割
引
額
が
有
利
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
一
括
払
い
の
前
納
で

な
く
て
も
、
月
々
の
口
座
振
替

を
早
割
（
当
月
保
険
料
の
当
月

末
引
落
）
に
す
る
と
割
引
が
あ

り
ま
す
の
で
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
は
、
支
払
の
手
間
や

時
間
が
省
け
る
「
口
座
振
替
」

を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
の
お
申
し
込
み
は
、

社
会
保
険
事
務
所
、
各
金
融
機

関
の
窓
口
ま
で
。
申
し
込
み
用

紙
に
必
要
事
項
（
基
礎
年
金
番

号
な
ど
）
を
記
入
し
て
、
金
融

機
関
届
出
印
を
押
印
の
う
え
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
口
座
振
替
で
の
一
括

前
納
は
実
施
月
が
限
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
お
申
し
込
み
時
点

で
い
つ
か
ら
割
引
と
な
る
か
な

ど
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
事
務

所
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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　３・４月は、新しい生活へ向けて、持ち物の整理や不要なものの処分を行う方も多いと思います。
　ゴミとして出す場合には、しっかり分別し、決められた日にゴミステーションに出しましょう。
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・引っ越しでゴミが大量に出る場合は、役場民生課
　へご相談ください。
・衣類はウエスにリイクルできます。綿５０％以上の
　ものは、回収ボックスへお持ちください。
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　浄化槽汚泥は、設置者が契約している浄化槽保守点検業者（浄化槽清掃業者）が汲み取りを行い、森町
衛生センターへ運搬し処理しています。その際に、衛生センターでは業者から浄化槽汚泥処理手数料を徴
収しています。
　この度、森町衛生センターにおいて、処理経費の高騰等により処理手数料を改定することとなりました
ので、お知らせします。

※　この手数料改定が、浄化槽保守点検料（維持管理料）に反映することが見込まれます。　
　　４月以降の浄化槽保守点検料については、契約業者へお問い合わせください。
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　法律相談とは、弁護士がどのようなお困りごとか事情を伺い、お聞きした情報の範囲の中で、法律に照
らして判断し一般的なアドバイスを行うものです。
　今回は、一人あたり３０分として無料で相談を受け付けますので、困りごとを抱えていてどんな解決方法
があるのか知りたい、トラブルが起きたので法律ではどのように決められているか知りたい、あるいは弁
護士に依頼するところまではまだ考えていないけれども一度話だけ聞いてみたい、といった場合にご利用
ください。
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������３月２０日（火）午後１時３０分～午後３時３０分
　　　　　　一人につき３０分
������鹿部会館
������函館弁護士会所属弁護士　
　　　　　　　武部法律事務所　弁護士　武　部　吉　昭
� � � ��交通事故や傷害事件等の刑事問題、非行等による少年問題、離婚、
　　　　　　親権者変更、遺産相続などの家庭の問題、サラ金やクレジット、
　　　　　　欠陥商品などの消費者問題　など
������無料
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　森警察署管内では、１年月中の刑法犯認知件数が前年比‐１２件と大幅に減少しました。
　特に今年は例年にない、暖冬で降雪量も少なく、犯罪者が活動しやすい状況にあるにもかかわらず、犯
罪が減少したのは、地域の皆さんのご協力があったからこそと思われます。
　これからも一人ひとりの防犯意識を向上させ、犯罪のない明るいまちづくりを一緒にしていきましょう。

窃盗犯認知件数全刑法犯
認知件数 計自動車盗車上狙い侵入盗

２件０件０件０件２件町　内

��������	
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物損事故傷者数死者数発生件数

１０件０人０人０件町　内
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「
高
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定

等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、

高
年
齢
者
の
安
定
し
た
雇
用
を

確
保
す
る
た
め
に
、
平
成　

年
１８

度
か
ら
事
業
主
は
次
の
（
１
）

〜
（
３
）
の
い
ず
れ
か
の
措
置

（
雇
用
確
保
措
置
）
を
、
男
性

の
年
金
（
定
額
部
分
）
の
支
給

開
始
年
齢
に
合
わ
せ
て
、
男
女

同
一
に
、
段
階
的
に　

歳
ま
で

６５

実
施
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

（
１
）
定
年
の
手
引
き

（
２
）
継
続
雇
用
制
度
の
導
入

（
３
）
定
年
の
定
め
の
廃
止

※
（
２
）
は
事
業
主
が
労
使
協

定
に
よ
り
、
継
続
雇
用
の
対
象

と
な
る
高
年
齢
者
に
係
る
基
準

を
定
め
、
当
該
制
度
に
基
づ
く

制
度
を
導
入
し
た
と
き
は
、
措

置
を
実
施
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成　

年
度
か
ら
、

１９

雇
用
確
保
措
置
の
義
務
化
年
齢

が　

歳
か
ら　

歳
ま
で
引
上
げ

６２

６３

ら
れ
ま
す
の
で
、　

歳
未
満
の

６５

定
年
を
定
め
て
い
る
事
業
主
は
、

少
な
く
と
も　

歳
ま
で
の
雇
用

６３

確
保
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
最
寄
の
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
又
は
北
海
道
労
働
局
職

業
安
定
部
職
業
対
策
課
（
℡
０

１
１
・
７
０
９
・
２
３
１
１
）
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国会公務員採用Ⅲ種試験・刑務官採用試験・入国警備官採用試験・皇宮護衛官採用試験・航空保安大学
生採用試験・海上保安学校学生採用試験（特別）・海上保安学校学生採用試験・海上保安大学校学生採用
試験・気象大学校学生採用試験
�������	


国家公務員採用Ⅰ種試験・国家公務員採用Ⅱ種試験・国税専門官採用試験・法務教官採用試験・労働基
準監督官採用試験・航空管制官採用試験
�������	
������

人事院北海道事務局　電話（０１１）２４１－１２４８又は
役場総務防災課総務係　電話７－２１１１へお問い合わせ下さい。

〇スリップ事故防止のポイント
　・下り坂やカーブの手前では予め減速！
　・ハンドルとブレーキを同時に操作しない！
　・スリップしてもパニックにならない！
○夜行反射材の着用を！
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平成１９年１月３１日現在
（　　）は前月比です

世帯数　１，８２２世帯（－１）
　男　　２，３５０ 人 （±０）
　女　　２，４７５ 人 （－２）
　計　　４，８２５ 人 （－２）

●６５歳以上の人口 １，１３０人
　高齢化率　　　　２３．４％
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佐　

藤　

佑　

二
さ
ん

相　

澤　

十
四
男
さ
ん

古　

村　

み　

よ
さ
ん

吉　

田　

ア　

ヱ
さ
ん

安　

藤　

壽　

浩
さ
ん ��

�
七
八
歳

七
六
歳

八
三
歳

八
六
歳

二
四
歳 �

�鹿
部

鹿
部

宮
浜

宮
浜

宮
浜
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三　

上　

ま
ひ
ろ
ち
ゃ
ん

佐　

藤　
 
勇 　
 
心 
く
ん

ゆ
う 

し
ん

鈴　

木　
 
瑠 　
 
菜 
ち
ゃ
ん

る 

な

小　

島　
　
　
 
徠 
く
ん

ら
い

�
�
�

貴　

人

和　

也

恵　

司

良　

一 �
�宮

浜
宮
浜

宮
浜

宮
浜
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（
注
）お
誕
生
、
お
く
や
み
欄
に
つ
い
て
の

掲
載
は
、
役
場
民
生
課
窓
口
で
掲
載
承
諾

を
頂
い
て
載
せ
て
お
り
ま
す
。


